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f携帯瀦末;吉H-tマルチメディア放送の委託放送業務の寄iJ.i:Etこ係、る1IiiJE主整備に関する考

えjJ等J Iと演し、� BIJ紙のとおり蕊見合提出します。



平 成 �  2 2年� 1 1月

{社)日本氏隣放送i察隊

『携帯端末向けマルチメディア放送の委託放滋祭務の認定に係る健康整備

に闘する考え方毒事J Iこ対する意見

該当箆所 議室 ji!， 

r~奪務総末 I向けマルチメディア放送の委託放送業務の認定 

iこ係る銅i皮整備に関する若宮えブア宅事j に対し、下記の1意見街

道賢明しますので、今後の命IJl変検討に反映していただくよう

幾援します。なお、主主体的な制皮数億にあたっては、必議事

おじてき当連盟どして改めて語家F主役繁明いたします。

2. 妥委主託して行わ号令� 書祭整霊祭老じて行わせる放送!にこ{係裟451濁濁総淡波護数支の喜談雲誇当てi
トト一� 

εle る i t にこついて

るj次送iこ係る湾草案委主� I• 周波数の苦手j当てについては、 1 そグメント未瀦のおIJ~ て等生

{なも~軟に措置するこ Jてが務課潔しいと考えます。

・認定審査における「表現の闘闘の事有� Jについて

総務省は昨年� 8月策定の� f携字詰端末向け"7)レ"1-メディ

ア放送の実現に向けた終日皮警装備にMする基本釣方針j に

おいて、 の地 l::IiH長率襲撃者普絡による議決権保有につい

て、絡文言審査基準を議決後の� 3分の� 1~さしたうえで、比

較警察交~準を議決権の 10分の 1 としています。

新規メディアである携機械米向け?ノレチメディア放主去

の普及・発展に民放事芸能殺の総験台ノクハウを生かす観

点まから、比較審査において線上放送事業者等を劣後必ず

る事普段の義主撃は不重要企湾え設ナ。
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